
形
の
篤
本
全
鐙
と
し
て
は
、
潟
本
執
筆
時
黙
(
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
〉
に
現
存

し
た
ホ
l
ジ
ャ
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、
特
定
の
政
治
的
活
動
に
関

連
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
・
本
寓
本
は
そ
の
タ
ズ
キ
ラ
部
分
と
全
鐙
と
い
う
こ
側
面
か
ら
、

一
八

l
一
九
世
紀
に
お
け
る
カ
l
シ
ュ
ガ
ル
・
ホ
l
ジ
ャ
家
の
活
動
の
特
徴
的

な
断
面
を
直
接
的
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ア
ブ

ル

・
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
離
に
つ
い
て

近

藤

治
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ム
ガ
ル
朝
第
三
代
皇
帝
ア
ク
バ
ル
の
時
代
に
、
脅
園
の
睦
制
が
整
備
さ
れ

る
。
皇
-
帝
穫
の
確
立
を
中
心
と
し
た
こ
の
堕
制
の
最
大
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
は
、

歴
史
家
の
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
(
一
五
五
一

l
l
一
六

O
ニ
)
で
あ
っ
た
。
彼
の

描
く
皇
帝
一
観
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
主
著
の
一
つ
『
ア
ク

バ
ル
舎
典
』
に
主
と
し
て
銭
り
な
が
ら
、
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ア
プ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
一
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
普
遍
的
和
解
」

(官

5
ム

}
2
5
の
推
進
者
で
あ
る
。
紳
の
代
理
者
で
あ
る
べ
き
皇
帝
に
よ
っ

て
の
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
信
者
の
統
て
協
調
を
意
味
す
る
「
普
遍
的
和

解
」
は
寅
現
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
皇
帯
は
、
寛
容
さ
を
具
え
た
「
完
全

人
間
」

C
S
E
a
-
E自
己
)
で
も
あ
る
。

第
二
に
、
皇
一
帝
は
最
高
度
の
宗
激
的
権
威
を
有
す
る
者
と
さ
れ
る
。
一
五
七

九
年
の
マ
フ
ザ
ル
(
宣
言
)
の
夜
表
以
来
、
ア
ク
パ
ル
は
イ
ス
ラ
ム
界
に
お
い

て
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ド
ハ
立
法
行
篤
者
)
を
凌
駕
し
た
存
在
と
目
さ
れ
た
が
、
さ
ら

に
、
多
宗
源
が
並
存
す
る
現
貧
を
踏
ま
え
て
、
太
陽
崇
奔
と
結
合
し
た
一
種
の

皇
帝
崇
奔
が
褒
淫
し
た
。
第
三
に
、
皇
帝
は
一
帝
園
の
佳
現
者
と
さ
れ
た
。
皇
帝

の
権
威
の
強
化
は
ム
ガ
ル
一
帝
園
の
強
化
を
意
味
し
、
皇
帝
権
へ
の
背
任
は
ム
ガ

ル
帯
園
へ
の
挑
戦
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
皇
帯
一
権
の
強
化
に
資
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
や
措
置
が
考
案
さ
れ
る
。

ア
ク
パ
ル
は
、
ま
さ
に
ア
プ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
が
描
く
理
想
的
な
白
星
-
帝
翻
に
か

な
っ
た
、
近
世
間
濁
裁
君
主
で
あ
っ
た
。

宋
代
政
治
史
料
解
析
法
試
論

-
1
1
時
政
記
、
日
記
史
料
を
手
掛
か
り
と
し
て

1
l

-197ー

卒

茂

桓t

回

現
在
、
宋
代
政
治
史
研
究
は
、
李
蕪
『
繍
資
治
通
鑑
長
編
』
、
李
心
停
『
建

炎
以
来
繋
年
要
録
』
等
の
史
料
を
用
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か

し
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
用
い
る
際
、
そ
の
材
料
と
な

っ
た
各
種
史
料
の
特
質
、

編
纂
過
程
は
十
分
留
意
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
は

貧
録
・
園
史
、
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
は
日
暦
・
曾
要
と
い
っ
た
救
撲
史
料

を
主
に
、
私
史
・
随
筆
・
行
獄
、
墓
誌
等
の
私
撰
史
料
を
副
次
的
史
料
と
し
て

編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
日
暦
・
寅
録
・
園
史
等
の
史
料
そ
れ
自
陸
の
性

格
を
考
慮
し
た
解
析
法
の
構
築
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

さ
て
、
宋
代
の
政
治
史
研
究
の
主
た
る
材
料
と
な
る
救
撰
史
料
の
編
纂
過
程

の
大
要
を
述
べ
れ
ば
次
の
通
り
と
な
る
。
起
居
注
、
時
政
記
を
も
と
に
日
暦
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(
縞
年
鰻
〉
が
作
成
さ
れ
、
日
暦
を
も
と
に
貫
録
(
編
年
僅
)
が
作
成
さ
れ
、

貫
録
を
も
と
に
園
史
(
紀
停
燈
)
が
作
成
さ
れ
る
。
今
日
我
々
が
用
い
る
『
宋

史
』
は
、
一
冗
代
に
園
史
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
宰
相
・

執
政
が
輪
番
で
皇
帝
と
の
政
治
禽
話
を
記
し
た
持
政
記
が
救
撰
史
料
と
し
て
編

纂
さ
れ
る
の
は
、
唐
代
牢
ば
頃
か
ら
宋
代
を
通
じ
て
で
あ
り
、
こ
の
時
代
は
皇

帝
|
官
僚
聞
を
直
接
結
び
つ
け
る
「
針
」
と
呼
ば
れ
る
政
治
シ
ス
テ
ム
が
設
達

し
た
時
代
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
宋
代
で
は
、
宰
相
・
執
政
は
時
政
一
記
を
作
成

す
る
た
め
に
、
個
々
人
が
日
記
を
記
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
『
司
馬
光

日
記
』
、
『
王
安
石
日
銀
』
な
ど
の
日
記
が
史
料
編
纂
所
に
集
め
ら
れ
、
質
録
・

園
史
の
編
纂
材
料
に
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
日
記
が
、
『
神
宗
貫
録
』
・

『
紳
宗
正
史
』
の
編
纂
に
お
い
て
、
新
法
議

・
沓
法
黛
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
で
用

い
ら
れ
た
こ
と
は
徐
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
時
政
記
、
日
記
は
皇
帝
一
と

の
舎
話
を
記
す
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
お
り
、
『
綴
資
治
通
鑑
長
編
』
中

の
と
り
わ
け
紳
宗
・
哲
宗
期
に
残
さ
れ
て
い
る
皇
一
帝

l
官
僚
聞
の
盟
富
な
政
治

曾
話
の
記
録
は
、
時
政
記

・
日
記
史
料
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
報
告
で
は
、
断
片
的
に
残
さ
れ
て
い
る
日
記
・
時
政
記
を
手
掛
か
り

に
、
宋
代
政
治
史
料
の
利
用
方
法
及
び
そ
の
新
た
な
る
史
料
開
可
能
性
を
提
示

し
た
い
と
思
う
。

楚
簡
に
お
け
る
卜
霊
祭
稽
簡
の
構
造
と
復
元

工

藤

フじ

男

近
年
意
更
な
楚
簡
が
相
出
土
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
楚
系
文
字
の
古
文
字
研
究

や
楚
衡
に
含
ま
れ
た
先
秦
典
籍
の
研
究
も
進
展
し
、
楚
簡
研
究
は
先
秦
文
化
史

に
お
け
る
一
つ
の
固
有
の
研
究
分
野
を
構
成
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
私
は
陸
虎
地
秦
墓
竹
衡
を
手
が
か
り
に
、
秦
の
南
郡
を
フ
ィ
ー

ル
ド
に
設
定

し
、
占
領
者
秦
と
奮
楚
の
針
時
・
交
流
・
融
合
の
諸
相
を
秦
楚
相
互
の
視
結
か

ら
分
析
す
る
方
法
を
提
起
し
て
き
た
。
そ
し
て
楚
簡
の
泊
加
に
よ
り
、
さ
ら
に

秦
の
占
領
直
前
に
お
け
る
楚
の
文
化
紋
況
の
一
端
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

意
義
は
大
き
い
。
そ
こ
で
今
回
は
、
と
く
に
楚
の
宗
敬
面
に
お
け
る
日
常
生
活

の
構
造
を
解
明
す
る
た
め
、
包
山
楚
簡
を
基
準
に
、
さ
ら
に
釜
山
楚
衡
な
ど
い

く
つ
か
の
断
片
的
な
卜
釜
祭
繭
衡
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
全
健
の
構
造
へ
位
置

づ
け
を
試
み
、
復
元
さ
れ
た
そ
の
資
料
か
ら
ど
の
よ
う
な
史
料
的
可
能
性
が
出

て
く
る
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

銭
大
所
と

『
(
乾
隆
)
鄭
豚
志
』

198ー

稲

葉

郎

銭
大
析
は
、
清
代
の
歴
史
考
査
皐
の
第
一
人
者
と
さ
れ
、
彼
の
『
二
十
二
史

考
異
』
『
十
相
馬
車
問
養
新
録
』
な
ど
で
の
精
級
な
考
詮
の
成
果
は
今
日
で
も
高
い

許
債
を
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
歴
史
家
と
し
て
の
力
量
に
つ
い
て
は

必
ず
し
も
明
確
な
評
債
は
出
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
が
者
わ
し

た
『
元
史
稿
』
は
今
日
、
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
具
鰻
的
に
そ
れ
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
多
数
の
執
筆
者
の
一
人
と
し
て
参
加
し

た
『
績
逼
士
山
』
な
ど
を
除
け
ば
、
上
記
の
課
題
を
追
究
す
る
上
で
、
残
さ
れ
た

可
能
な
封
象
は
彼
の
編
修
し
た
地
方
士
山
で
あ
ろ
う
。


